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⾧野県屋外広告物安全管理指針
平成29 年７月31 日制定 （抜粋）
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点検
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上記点検では安全性の判断ができない場合は、
標準点検、詳細点検を実施

〒386-8601 ⾧野県上田市大手一丁目11-16 上田市 都市建設部都市計画課 公園緑化景観担当
電話 0268-23-5127（直通） / FAX 0268-23-5127 / mail tosikei@city.ueda.nagano.jp

本指針は、屋外広告物条例（平成５年⾧野県条例第23 号。以下「条例」という。）に規定する屋外広告物
又はこれを掲出する物件（以下「広告物等」という。）を表示し、設置し、又は管理する者（以下「管理者
等」という。）による自主点検（以下「点検」という。）に関し必要な基本的事項を定め、公衆への危害の防
止及び良好な景観の育成若しくは風致の維持を図ることを目的とする。

自主点検
を
義務化

公衆への危害の防止

良好な景観の育成 風致の維持

目的

点検方法の詳細（参考）
「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」（国道交通省都市局公園緑地・景観課）
「屋外広告物点検基準（案）」（一般社団法人日本屋外広告業団体連合会ほか）

自主点検の時期と内容

自主点検の種類
目視点検・・・出来る限り対象物に近づき、点検を行うこと

標準点検・・・概ね60cmに近づき、目視、触診、打音その他により点検を行うこと

（外部だけでなく、外装材を外して、内部点検も行う）

詳細点検・・・測定器具を用い、構成部材について詳細な計測・検査を行うこと

定期的な自主点検で事故を未然に防ぎましょう!

※許可更新の申請では、安全点検記録（許可の満了期間60日前から申請日までに実施）の提出が必要です


